様式第4号(第5条関係)

覚書

　彦根市長(以下｢甲｣という。)と　　　　　　自治会長(以下｢乙｣という。)との間において彦根市名義に移転した財産(以下｢財産｣という。)の維持管理および権利について次のとおり覚書を交換する。
　(市名義移転財産)
第1条　乙からの要請により甲の名義となつた財産は、次のとおりである。
	所在地
	区分
	面積
	摘要

	　
	　
	　
	別添図面のとおり


　(指定用途)
第2条　乙は、当該財産を　　　の用途に供するものとし、甲の許可なしに変更してはならない。
　(権利の継続)
第3条　甲は、当該財産の所有権以外の権利について引き続き乙に存在することを認めるものとする。ただし、甲の行う公共事業により当該財産が必要となつた場合は、乙は、無償で提供するものとする。
　(管理義務)
第4条　乙は、当該財産を従前どおり善良なる管理者の注意をもつて維持管理しなければならない。当該財産から発生した問題および事故については、乙の責任と負担により解決するものとする。
　(修繕義務)
第5条　甲は、当該財産の修繕義務は負わないものとし、維持管理改良等の行為をするために支出する経費は、すべて乙の負担とする。
　(その他)
第6条　この覚書に定めのない事項およびこの覚書に関し疑義が生じたときは、甲、乙、協議のうえ決定する。
　　　　　　年　　月　　日

甲　彦根市長　　　　　　　　　　印　
乙　　　　自治会　　　　　　　　　　
会長　　　　　　　　　　印　

